
徳
島
県
規
則
第
十
号

生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
十
九
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

生
活
保
護
法
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
九
年
徳
島
県
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

。
第
四
条
第
一
項
中
「
様
式
第
一
号
」
を
「
生
活
保
護
申
請
書
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
様
式
第
二

号
」
を
「
保
護
変
更
申
請
書
（
傷
病
届
）
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
様
式
第
三
号
」
を
「
葬
祭
扶
助

申
請
書
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
第
一
号
中
「
（
様
式
第
四
号
）
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
（
様
式

第
五
号
）
」
を
削
り
、
同
項
第
三
号
中
「
（
様
式
第
六
号
）
」
を
削
り
、
同
項
第
四
号
中
「
（
様
式
第
七

号
）
」
を
「
（
様
式
第
一
号
）
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
（
様
式
第
八
号
）
」
を
削
り
、
同
項
第
六

号
中
「
（
様
式
第
九
号
）
」
を
削
り
、
同
項
第
七
号
中
「
（
様
式
第
十
号
）
」
を
削
り
、
同
項
第
八
号
中

「
（
様
式
第
十
一
号
）
」
を
削
り
、
同
項
第
九
号
中
「
（
様
式
第
十
二
号
）
」
を
削
り
、
同
項
第
十
号
中

「
（
様
式
第
十
三
号
）
」
を
削
り
、
同
項
第
十
一
号
中
「
（
様
式
第
十
三
号
の
二
）
」
を
削
り
、
同
項
第

十
二
号
中
「
（
様
式
第
十
四
号
）
」
を
削
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
（
様
式
第
十
五
号
）
」
、
「
（
様
式
第
十
六
号
）
」
及
び
「
（
様
式
第
十
七
号
）

」
を
削
る
。

第
六
条
中
「
（
様
式
第
十
八
号
）
」
を
削
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
（
様
式
第
十
九
号
）
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
（
様
式
第
二
十
号
）
」
を
削

る
。第

八
条
第
第
一
項
中
「
（
様
式
第
二
十
一
号
）
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
（
様
式
第
二
十
二
号
）

」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
（
様
式
第
二
十
二
号
の
二
）
」
を
「
（
様
式
第
二
号
）
」
に
改
め
、
同
条

第
四
項
中
「
（
様
式
第
二
十
二
号
の
三
）
」
を
「
（
様
式
第
三
号
）
」
に
改
め
る
。

第
九
条
中
「
（
様
式
第
二
十
三
号
）
」
を
「
（
様
式
第
四
号
）
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
（
様
式
第
二
十
四
号
）
」
を
「
（
様
式
第
五
号
）
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
（
様
式
第
二
十
五
号
）
」
を
削
る
。

第
十
二
条
中
「
（
様
式
第
二
十
六
号
）
」
を
「
（
様
式
第
六
号
）
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
一
項
中
「
（
様
式
第
二
十
七
号
）
」
を
「
（
様
式
第
七
号
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

「
（
様
式
第
二
十
八
号
）
」
を
「
（
様
式
第
八
号
）
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
を
削
る
。

第
十
五
条
第
一
項
中
「
（
様
式
第
二
十
九
号
）
」
を
「
（
様
式
第
九
号
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

「
（
様
式
第
三
十
号
）
」
を
「
（
様
式
第
十
号
）
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

第
十
六
条
の
見
出
し
を
「
（
保
護
施
設
廃
止
（
事
業
縮
小
・
休
止
）
報
告
書
等
）
」
に
改
め
、
同
条
第

一
項
中
「
保
護
施
設
廃
止
（
事
業
縮
少
・
休
止
）
報
告
（
通
知
）
書
（
様
式
第
三
十
一
号
）
」
を
「
保
護

施
設
廃
止
（
事
業
縮
小
・
休
止
）
報
告
（
通
知
）
書
（
様
式
第
十
一
号
）
」
に
、
「
縮
少
し
」
を
「
縮
小

し
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
（
様
式
第
三
十
二
号
）
」
を
「
（
様
式
第
十
二
号
）
」
に
改
め
、
同
条

を
第
十
五
条
と
す
る
。

第
十
七
条
を
削
る
。

第
十
八
条
中
「
（
様
式
第
三
十
四
号
）
」
を
「
（
様
式
第
十
三
号
）
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
六
条
と



す
る
。

第
十
九
条
第
一
号
中
「
（
様
式
第
三
十
五
号
）
」
を
「
（
様
式
第
十
四
号
）
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十

七
条
と
す
る
。

第
二
十
条
第
一
項
中
「
様
式
第
三
十
六
号
」
を
「
就
労
自
立
給
付
金
申
請
書
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項

中
「
（
様
式
第
三
十
七
号
）
」
を
削
り
、
同
条
を
第
十
八
条
と
す
る
。

第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
様
式
第
三
十
八
号
」
を
「
進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
申
請
書
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
中
「
（
様
式
第
三
十
九
号
）
」
を
削
り
、
同
条
を
第
十
九
条
と
す
る
。

第
二
十
二
条
中
「
（
様
式
第
四
十
一
号
）
」
を
「
（
様
式
第
十
五
号
）
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
条

と
す
る
。

第
二
十
三
条
中
「
（
様
式
第
四
十
二
号
）
」
を
「
（
様
式
第
十
六
号
）
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
一

条
と
し
、
第
二
十
四
条
を
第
二
十
二
条
と
す
る
。

第
二
十
五
条
中
「
法
第
七
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
の
納
入
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て

は
様
式
第
四
十
三
号
に
、
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
の
納
入
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て

は
様
式
第
四
十
四
号
」
を
「
徴
収
金
納
入
申
出
書
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
三
条
と
し
、
同
条
の
次
に

次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
申
請
書
等
の
様
式
）

第
二
十
四
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
申
請
書
等
の
様
式
は
、
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が

別
に
定
め
る
。

第
二
十
六
条
を
第
二
十
五
条
と
す
る
。

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
六
号
ま
で
を
削
る
。

様
式
第
七
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
一
号
と
す
る
。

，
、

様
式
第
八
号
か
ら
様
式
第
二
十
二
号
ま
で
を
削
る
。

様
式
第
二
十
二
号
の
二
中
「あ

た
る

」
を
「当

た
る

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様

，
、

式
第
二
号
と
す
る
。

様
式
第
二
十
二
号
の
三
中
「あ

た
る

」
を
「当

た
る

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様

，
、

式
第
三
号
と
す
る
。

様
式
第
二
十
三
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
四
号
と
す
る
。

，
、

様
式
第
二
十
四
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
五
号
と
す
る
。

，
、

様
式
第
二
十
五
号
を
削
る
。

様
式
第
二
十
六
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
六
号
と
す
る
。

，
、

様
式
第
二
十
七
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
七
号
と
す
る
。

，
、

様
式
第
二
十
八
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
八
号
と
す
る
。

，
、

様
式
第
二
十
九
号
中
「
（第
１
５
条
関
係

）
」
を
「
（第

１
４
条
関
係

）
」
に
、
「

」
を
「

」
に

，
、

改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
九
号
と
す
る
。

様
式
第
三
十
号
中
「
（第

１
５
条
関
係

）
」
を
「
（第

１
４
条
関
係

）
」
に
、
「

」
を
「

」
に
改

，
、

め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
号
と
す
る
。

様
式
第
三
十
一
号
中
「
（第

１
６
条
関
係

）
」
を
「
（第

１
５
条
関
係

）
」
に
、
「保

護
施
設
廃
止

（

事
業
縮
少
・
休
止

）報
告

（通
知

）書

」
を
「保

護
施
設
廃
止

（事
業
縮
小
・
休
止

）報
告

（通
知

）書

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、
「縮

少
し
ま
し
た

」
を
「縮

小
し
ま
し
た

」
に
、
「縮

少
の

」
を
「縮

小
，

、

の

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
一
号
と
す
る
。



様
式
第
三
十
二
号
中
「
（第

１
６
条
関
係

）
」
を
「
（第

１
５
条
関
係

）
」
に
、
「

」
を
「

」
に

，
、

改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
二
号
と
す
る
。

様
式
第
三
十
三
号
を
削
る
。

様
式
第
三
十
四
号
中
「
（第

１
８
条
関
係

）
」
を
「
（第

１
６
条
関
係

）
」
に
、
「

」
を
「

」
に

，
、

改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
三
号
と
す
る
。

様
式
第
三
十
五
号
中
「
（第

１
９
条
関
係

）
」
を
「
（第

１
７
条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式

第
十
四
号
と
す
る
。

様
式
第
三
十
六
号
か
ら
様
式
第
四
十
号
ま
で
を
削
る
。

様
式
第
四
十
一
号
中
「
（第

２
２
条
関
係

）
」
を
「
（第

２
０
条
関
係

）
」
に
、
「

」
を
「

」
に

，
、

改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
五
号
と
す
る
。

様
式
第
四
十
二
号
中
「
（第

２
３
条
関
係

）
」
を
「
（第

２
１
条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式

第
十
六
号
と
す
る
。

様
式
第
四
十
三
号
及
び
様
式
第
四
十
四
号
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。


